
OECD多国籍企業行動指針上仮訳コ 序文l.定義と原則

国民の福祉及び生活水準の向上を目指した国内及び国際政策の継統的改
善を公約としているo

l.定義と原則

1.行動指針は,多国籍企業に対して政府が共同して行う勧告であるo行動
指針はl適用可能な法律に合致する良き慣行の原則及び基準を提供する.
企業による行動指針の遵守は任意のものであり,法的に強制し得るもの
ではないo

2,多国籍企業の蒲動は全世界に及びlそれ故にこの分野における国際協力
は全ての国に及ぶベきである.行動指針に加盟する政府は.その領士内
で活動する企業に対し,各受入国の困有の状況を考慮しつつ.活動する
全ての場所で行勤指針を遵守することを奨励するo

3.多国籍企業を厳密に定義することは.行動指針の目的上,必要とはされ
ていない.これら企業はl通常.二以上の国において設立される会社又
はその他の楕成体から成り.様々な方法で活動を調整できるように佑び
つし1ている.これら構成体の-又は二以上のものは,他の構成体の活勤
,に対して重要な影響力を行使し得るが,企業内におrj-る構成体の自治の

程度はl各多国籍企業ごとに大きく異なるoその所有形態lま,民有,国
有又はその混合たり得る.行動指針はl多国籍企業内の全ての構成体
く親会社及ぴく又はl現地の構成体lを対象とする.構成体闇の実際の責
任配分に応じてl異なる構成体は,行動指針の遵守を容易にするため.
相互に協力し合い.また支援し合うことを期待される.

4.行動指針はl多国籍企業とEEL内企業との聞に異なった取扱いを導入する

ことを目的とするものではない.行動指針はl全ての企業にとっての良
き慣行を示している.したがって,多国籍企業及ぴ国内企業は.行動指
針が双方に当てはまる場合は常に.その活動につき同-の期待に服するo

5.政府rま.行動指針の可能な限り広範な遵守を奨励することを希望する.
行動指針の加盟国政府は1中JJt企業が大企業と同-の能力を有していな
いかもしれないことを認識しているが.中小企業が最大限可能な限り,
行動指針の勧告を遵守することを奨励する.

6.行勤指針に加盟する政府はl俣護主蓑的目的のために,また多国籍企業
が投資を行う国の比較優位に対LJて疑問を差し挟むような方法でl行動
指針を便用してはならない.

7.政府EL 国際法に従いつつ,自国の管雫内において多国籍企業が活動す
るための条件を定める権利を有するo様々な国に所在する多匡籍企業の
梼成体はlこれら所在地国におrj-る適用可能な法律に従うo多国籍企業
がl行動指針加盟国による相反する要求の対象となる場合には.関係政
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